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財団法人大阪府男女協働社会づ(欄団の牡要

1設立日的

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､男女の自立とあらゆる分野への対等な

参加･参画を促進し､行政並びに府民･民間団体等が連携した多様な活動を効果的に

推進するために中心的な役割を果たすとともに､各種事業及びドーンセンターの管理

運営を行うこと等により男女協働社会の実現に寄与することを目的とする｡

2　設立年月日

平成6年4月1日

3　基本財産

1億円

4　財団の事務所

大阪市中央区大手前1丁目3番4 9号
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ドーンセンターの概要

1基本理念と日的

｢男女の自立と対等な参加･参画に基づく男女協働による新しい社会の創造｣を基本

理念とし､その実現のために3つのTを基本とした女性の総合的な支援施設としての役

割を果たすことを目的としている｡

3つのT ･ Identity(7イテンティティ)　　　　　　‥女性の社会的自立の拠点

･ Information(インフォメ-シ‡ン)　　　　　　:情報ネットワークの拠点

･ InternationalizatlOn(インターナシ汁rげイシ;ン) :国際交流の拠点

2　沿　革

ドーンセンターは､各界の専門家や女性団体､グループの方々など､幅広い府民の参

画を得て建設計画を進めてきた｡

センターの事業や施設内容についてもドーンセンター推進会議やクリエイティブフォ

ーラムなどを開催し､府民の方々とともに検討を行い方針を決定したo

昭和61年度･ ｢21世紀をめざす大阪府女性プラン｣策定(4月)

(昭和61年度～平成2年度)

･建設予定地(元大手前会館跡地)を決定( 9月)

･第1回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和62年度･基本構想公表(6月)
･第2回婦人団休､グループアンケート実施(1月)

昭和63年度･婦人総合センター(仮称)推進会議の設置(9月)

(平成3年7月､ドーンセンター推進会議に改称)
･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･府政モニターアンケート調査実施(12月)

･元大手前会館撤去完了( 1月)

平成元年度･基本設計
･文化財発掘調査/第1期

平成2年度･実施設計
･文化財発掘調査/第2期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･愛称｢ドーンセンター｣に決定(2月)

平成3年度･ ｢女と男のジャンププラン｣策定(9月)

(平成3年度～1 2年度)

･文化財発掘調査/第3期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･建設工事着工(3月) /工期2 8か月

平成4年度･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･シンボルマーク決定(1月)

平成5年度･プレイベント｢女性映像フォーラム｣開催(11月)

平成6年度･ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)開館(11月)
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事業概要



第1　各種事業の実施

1女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

女性に関する情報を幅広く収集･整理･加工し､データベース化するとともに､これ

らを活用して､多様な情報ニースに的確に対応した情報提供を行った｡

(1)情報ライブラリーの運営

女性関連の図書･資料･ビデオ等を収集し､閲覧･視聴･貸出サービスを行うはか

利用者からの情報相談に応じた｡

①　図書･資料の収集冊数(平成三1即日31日射)

図　書

行政資料

雑　誌

新聞

AV資料

ア　図書の内訳

26, 350冊

6, 516冊

929タイトル､　19, 584冊

6紙

930本　(ビデオ903本､カセ小丁･jウ27本)

イ　行政資料の内訳

分類 倚ｹ�B�

総記 ��ﾃc�b�

哲学 姪�ﾃ#s��

歴史.女性事情 �"ﾃS3��

社会科学 湯ﾃ#CB�

自然科学 ��ﾃ�澱�

技術 塔ヲ�

産業 �#���

芸術 涛S��
-葺き五 ⊂:コロ⊂コ �#�r�

文学 澱ﾃ��R�

児童書 涛CR�

女性の表現作品集 鉄���

合計 �#bﾃ3S��

種別 ���5�486x8ｹ�B�

女性問題関連雑誌 都��
一般雑誌 ���"�

グループのミニコミ誌 �#�"�

女牲字研究所等の年等.捺閑話 偵s��

行政の広報誌 �#C2�

女性関連施設の広報誌 撞�CB�

その他(大学確要等) 謄��

合計 棉�｣��
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③　特別相談

ア　法律相談:女性弁護士による法律問題に関する面接相談

毎月第2木曜日　午後6時から午後8時

第4金曜日　午後2時から4時

粛＼-＼､透 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 ��ﾇb�枇しヽー 

夫婦(勝等) 唐�6 途�5 迭�6 唐�8 唐�6 迭�7 乃､cr�s��868 

相続.扶養 ■ �� �� ��1 �� �� �"� �2�3.3 

借地借家 �� �� �� �� �� �� �� 

消費者等 �� �� �� �� �� ��� ���1.1 

相隣関係 �� �� ��1 �� ��1 �� �"�2.2 

刑事事件 �� �� �� �� �� �� �� 

その他 ��1 ��1 �"� �� ��1 ��1 澱�66 

合計 唐�7 途�6 途�8 唐�8 唐�8 唐�8~ 涛��100.0 

イ　からだの相談:女性産婦人科医師による医療的見地からの助言が必要なものに

ついての面接相談　毎月第4土曜日　午後2時から午後4時

雇訂ー＼-＼透 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 俘xﾇb�拙(～) 

婦人科の病気 ��1 ��1 ��1 ��1 ���1 ��� 途�206 

月経 �� ��2 ��� �� ��1 �"� 澱�17.6 

更年期 ��� �� �� ��� �� ��2 釘�ll.8 

妊娠 �� ��1 �� ��� �� �� �"�5.9 

セックス �� �� ���1 �� ��� �� �2�8ー8 

からだ一般 �"�1 ��� ��� ��2 ��� �� 唐�23.5 

その他 ��1 ��� ��� �� �� ��1 釘�ll.8 

合計 �2�3 �"�4 釘�2 �"�3 �2�2 �2�3 �3B�100.0 
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⑤　期間を限定した特別相談

女のからだと性　電話相談

専用電話を使って､女性相談員による相談

期　　間:平成10年11月13日から平成10年11月15日までの3日間

午後1時～8時

相談件数: 122件

⑥　相談員会議

平成10年4月から平成11年3月まで､毎月1回､相談事業の進め方についての

調整や社会資源台帳(相談関連機関情報)の整備等について検討を行うとともに､

毎回1例づっ｢事例検討｣を行い､相談員の研韓を図ったo

(2)サポート･グループ

同様の悩みをもつ女性のグル-プを結成し､ファシリテータ-中心に自分の悩みを

語り合い相互に支援を行うことにより悩みの解決を図った｡

定員: 15人

日程 剋_ 努簫ﾒ�7ﾒ�フアシリテ一夕- �-ｹ�8ﾍｲ�

4/2卜7/7 價囲����ll ���9�,X,�*(6��ｸ*�ｭhﾅx,��ｨ*�hﾘ,辻��宮本由起代(トンセンターカウンセラ-) ����

5/14～7/23 ��n亊B�10 �:ﾘ*ｸ+ﾘ**Hｿ���ｧﾈ6�+ﾘ*(*�,�+ﾘ,b�楯みちよ(トンセンターカウンセラ-) 途�

5/16～7/18 ���7况｢�lr�6 丼(*h,�+8,�*(,Rﾒ��ｻﾘ枇*�.�+ﾘ-�,停粢��%C"�本多利子(トンセントカウンセラ-) ��"�

9/14～12/14 儁�ﾍ�2�10 僵R隰Xﾎﾈ/�+X,�*ｨ.x,ﾉ^�.x+R�稚みどり(トンセントカウンセラ-) 唐�

9/22～12/15 價囲����ll 俑ｲ顫ﾈｧxｯx,x抦+8,育�,x.�,ﾂ��X�(ﾙ�齎,ﾈ.ﾘ*ｸ*�*(,僮ﾙIX+ﾘ,��宮本由起代(トンセントカウンセラ-) ��R�

1/ll-3/25 佇駑ﾘﾌR�10 �,h.�*�*h+咽�ｵH,ﾘ+X+ﾘﾟ(,b簫�KX,ﾈｪ��,ﾘ,x+�,X+x*辻����移和子(F-ンセントカウンセラー) ��b�

1/14～3/25 俶��10 �8崋H齷Zｨ,ﾉ�h*ｹ_ｸ*ｨﾈ�-ﾈ.x*停ﾖ��樋的よ(トンセンターカウンセラー) ��b�

2′1-3/29 佇險Y^2�9 倡h*(*ｨ*�+�6��ｸ*�/�,�*ﾘ+X,B�稚みどり(トンセンタ-カウンセラ｣) ����

-19-









(4)女性関係相談桟関ネットワーク会議の開催

府内の女性関連施設の相談事業部門との連携を密にし､有機的な相談が実施できる

体制づくりを図るため､関係相談械関の連絡調整会議を行ったo

日時 �>�vR�参加機関 】 

第 兌ﾙ�ﾃ��D綛ﾈ�#�?｢盈ｒ�情報交換等 �3Xｴ�ｭbゴi�ﾂ��

1 回 佻�3(鳧��H鰾�儻ｸｭhﾅs�2��9*ﾉ�ｨｭhﾅs#��+ｸ,ﾉ�ﾃ��

寡 兌ﾙ�ﾃ��D�8ﾈ綺?｢粟���l E講演｢夫.恋人等からの暴力 �3�ｴ�ｭbイ9�ﾂ��

2 佻�3(鳧��H鰾�についての調査をして.ー｣ 儻ｸｭhﾅs�2�

回 �7ユミニストカウンセr)ング堺 倡9*ﾉ�ｨｭhﾅs�r�

カウンセラー杉本志津佳 �+ｸ,ﾉ�ﾃ��
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4　女性の能力開発に関する事業

女性の社会参加･参画を促進するため､女性の能力の開発･育成に必要な講座等の

開催や支援事業を行った｡

(1)社会参加･参画をめざす女性のための実践講座

｢女性グループ･ネットワークのための組織間発講座｣

男女協働社会の実現をめざしている女性団体･グループが抱える悩みや課題を明

らかにしながら､その問題の解決についてさまざまなスキルを学び､ケーススタデ

を通してグループが相互にエンパワーし､女性団体･グループの新しいパートナー

シップづくりの活動を支援した｡

定員: 30人　　　申込者数: 89人　　　受講者数: 56人

日程:平成11年1月28日(木)～3月25日(木)

時間:午後　　　　13:30-15 : 30

午前･午後　10:30-12:30　13:30-15 :30

月日 努籀7ﾒ�講師 

①組織形態と財源づくり 

1/28(木) �&闔hｨ�:�/�馼ｼbﾘ��躪,imﾘ,ﾉ{ﾉzx���桜井陽子 

子音.斗岳 泌��,ﾈ馼ｼh,h馼ｼiUﾘ幵�(僻市雄協会デルククー) 

2/2(A)% 倡9j��:�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾞ�ﾋ丿ﾉ;顆��早瀬昇(頒NPOセンタ-節) 

2/5(金)午後 泌���,�,(*(,B�草薙勝之(頒貯男女協能会づ(帽主y) 

2/9(火)午後 ��b��Yk����中務裕之(公訟計士.臥) 

(卦女性のリ-ダ-シップと人間関係 

2/16(火) 傚y�ｸ,ﾈ+ﾘ-�,ﾆﾉfﾘ5��ｸ5h6(7h7ﾘ6ﾈ5x8�986r����陸田昭子 

午前.午後 ��ﾈ�ﾂ�"��(本静駈駕斬-77Fバイザ-) 

2/23(A)% �5"ﾘ6h486ﾂﾘ6x,h5(7�8X6ｨ5�ﾘ5h8�987ﾘ6ﾈ5x8ｸ6r�筒井のり子(聖和榊青学奇勝) 

2′26(金)午後 ��y�H,ﾈ､ｩJﾘ,h8ｨ�ｸ5��ｸ,ﾉo�ｨB�中村順子(コミュニティサポートセンター神戸代表) 
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月日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

③事務局機能 

3/2(A)稚 �7�5ﾈ5(98,�.h.仂ik�ｬyyﾒ�三 (コンビユ-チ-システム蹄醐学屍報長) 

3/5(金)午後 ��ﾈ�ﾂ�

3/ll(木) 午前.午後 儘ﾉ_�,h�饑�Jﾙ�ﾒ�尼川洋子(トンセンター俄担当コーディネーター) 

わhワ-b-としての事務局スタッフの ��ﾈｮﾉ68ﾔH�2�

意識と役割 宙6x985ｨ985籐�ｨﾇ�9h5"ﾘ6h486ﾂﾘ����

④ケーススタディ 

3/12(金) 午前.午後 �$$$�4�ｴ��登圭緯子(代表) 

WANA関西 �:�m碓ﾉ=韈���ﾈ�ﾂ��

3/16(火)午後 �4�6x8ｨ4tb�向田貞子(′′) 

3/19(金) TG.fa 傚x+ﾘ+�,ﾈ檍��7ﾈ8ﾂ�7ﾈ8ﾂ�大崎洋子(′′) 

プロジェクト結ふ ��闔IWｨｴ倡���ﾈ�ﾂ��

3/25(木) �8��ｸ4�5h8x6(7b�受講生 

捕 唸5�8ｲﾘ7h,8*ﾘ.�,ﾉч~頽�+x-ﾈ,X,h+ｸ*竸�mｨ/�(Y&��+x.�-ﾈ,R�X4�8ｸ�ｸ7h�9xｸ/�ﾘ(-�.h*B�

また､受講生間のネットワークを図るため､下記のとおり交流会を開催した｡

と　き:平成11年3月25日(木) 12:30-14:00

参加者数: 21名

(2)ニューワーク創業支援事業

女性の経済活動における社会的不平等の是正と女性の新しい働き方の創造を目的と

して､ ｢起業｣という手段で社会的に意義の高い仕事を自ら創りだし､自立と自己実

現を図る新しい働き方を行おうとする女性に対して､創業のための各種支援を行ったo

①　女性のためのニューワーク創業支援講座(基礎コース)

ヮークショップを取り入れた実践的なかノキュラムにより､起業に必要な基礎

知識を学ぶ講座を開催した｡
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定員: 4 0人　　　　受講料:20,000円

<9月期>　　　申込者数: 54人　　受講者数: 39人

月日 努�7ﾒ�講師 

1 湯��"�オリエンテーション 冦�68鏸��嬰ﾈ哩;��ｒ�

(土) 舒�+(ﾗX��

起業を実現するために ��969<H��斡ｹo��OﾈｭY�ｩ�竰��ﾈ�ﾂ�

ワークショップ(ビジネスビジョン) 

2 湯��2��?｢��女性起業家事例紹介 ′′ 儁�Ohﾆ(���8ｸ7H8�92�7h8ﾘ5x4r��[)�ﾉ����-ｸ*h-竰�ﾞ(ﾋ8楮���7(5x6ﾈ5�7H4��ｸ8�5H4ｨ8(6y�9Uﾂ���ﾈ�ﾂ�

創業.設立 
経営知識とリスク管理 

3 湯����｢MyBusiness｣を立ち上げる �'���菷�8ﾗ��7(5x6ﾈ5�5(985H8ｸ5�986r��

(土) �7�6ﾈ6ﾈ5�7ﾘ6ﾈ5ﾈ8�986r���ｾ�+)$*(6ｨ8X�ｸ8��ｸ4�6�984�8,�,(*(,B�′′ 男女協働社会づくり課 

ビジネスプランニング �'���菷�8ﾗ��7(5x6ﾈ5�5(985H8ｸ5�98.���ﾈ�ﾂ�

ビジネスプラン.ワークショップ 

4 湯�#r�プレゼンテーションスキル 亊ﾙgｹ�x釐���

(日) �8��ｸ4�5h8x6(7j(鍠,ﾈ7(5x6ﾈ5�7h8�9:2�(7クシヲンクルー取離社長) ′′ 

人脈づくりで人持ちになろう 
修了式 

交流サロン 

②　女性のためのニューワーク創業支援講座(初級コース)
会社の作り方や会計等起業に必要な基礎的な知識･技術を効果的に学ぶ講座を開

催した｡
定員: 4 0人　　　　受講料:30.000円

<2月期>　　　申込者数: 43人　　　受講者数: 35人

月日 度�ｸ7ﾒ�講師 

1 �"��オリエンテーション �ﾉ$ｨｹ韈��t"�5x�R�98ｴ鮎r��

(土) 亢霈h彿7�6�4h6(4鶇�����(,ﾈ齪ﾌ���樞�
起業の要素 儻9Fｨ蓼釐���ｨ+�ﾒ��

事業計画の作り方 �ｩgｹ�靫��gｸ檍ﾇh馼����

2 �(�ﾃr�起業のためのシミュレーション �ﾉ$ｨｹ韈��t(�ﾈ5x�X7�98馼ｩ��

(日) 佝�8�(,hﾆ�ﾒ�大竹薫(WWB/ジ†パン帝局) 
シミュレーションを書いてみましょう �ﾉ$ｨｹ韈���Y'ﾈﾄ�nｸuｲ�ﾘ,H98馼ｩ��

3 �"��2�ビジネスゲーム ��ﾉ�ｩOﾉnx��育5$ｧH984竰�

(i) ���iZｨｯ)5�ｩ�ﾒ�岡本鼻弘(琳甜邦所) ′′ 

事業組宅は会社の作り方 

4 �"��B�女性起業家事例紹介 舒)69~��2���h*(6�984ｨ6���

(日) 亢霈h,倬�ｾ�,ﾘ*(*ﾘ.yTｹwh*��片岡晃(市郎ンク) 

資金調達 ��ﾉ�ｩOﾉnx��育9�984竰�

5 �"�#��起業のためのシミュレーション発表 兒儖ﾉnx��育9�984竰��]｢�

(土) �#��(ｴ�,佰ﾈ*�,H,ﾈｴ霈b�片岡勝(㈱九又.トルク寸ティプ 

修了式 ��9Uﾈ靖�r��

交流サロン 
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③　ニューワーク事業相談
事業計画の作り方を始め､融資申込みのための手続きなど､開業までの手順に

沿った起業に関する相談及び起業後の経営のステップアップのための相談を実施
した｡

･日　　程:10月5日(月)､11月10日(火)､2月8日(月)､3月5日(金)､3月6日(土)

･相談者数: 32名

･担　　当:WWB/ジャパン事務局スタッフ
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5　調査研究事業

女性を取り巻く社会の動きに即応した実践的な課題について調査･研究を行い､市町村

の事業や女性団体の活動を支援する教材の開発を行った｡

(1)メディアを読み解くための能力育成に必要な教材作成(平成1 0､ 1 1年度事業)

ドーンセンターの蓄積した各種事業のノウハウを活用し､市町村の女性政策担当課や

女性センタ- ･公民館･学校等における講座の企画･実施の手掛かりとなるFメディア

リテラシーの教材』を開発する｡

･検討委員会の設置

金谷千慧子(女性問題研究家･関西大学講師)

西村寿子　(部落解放研究所)

登　圭緯子(BB8-OSAKA)

大山治彦　(龍谷大学大学院社会学研究科･メンズセンター)

佐々木真紀(女性と仕事研究所)
田上･尼JH ･JIE喜田コーディネータ-

･平成1 0年度は『メディアリテラシーの教材』の素案の作成をした｡

(平成1 1年度は教材となる教則本及びワークシ-トの作成を行うo )

(2) 『大阪おんな自分流一扉を開けた8人の肖像- 』の出版

『大阪の女たち』歴史的資料の発掘･収集事業として､平成9年度事業は冊子及びビデ

オを作成したが､平成1 0年度は取材対象者8人分の冊子を1冊の単行本『大阪おんな自

分流一房を開けた8人の肖像- 』として出版し､ビデオも販売を開始した｡

･単行本　　著者　井上理津子(フリーライク-)

発行　株式会社ヒューマガジン

B6判　200ページ　定価1, 300円(税込み)

･ビデオ　　制作　ビデオ工房AKAME

各対象者ごとに1巻(計8巻)　20分程度

冊子とセットで各巻5, 000円(全巻セット　40, 000円)
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6　女性のネットワークづくり事業

女性の団体､グループ等に活動の拠点となる場と械会を提供し､活動経験やノウハ

ウ等の情報の蓄積､提供を行い､交流の活発化を図った｡

(1)女性のためのアフターファイブ交流サロン

働く女性が､視野を広げ､仕事や生き方のステップアップを図り､情報交換､異業

種交流等のネットワークをっくる場を提供した｡

定　員: 80人

参加費:前売2,500円　当日　2,800円(12月開催時のみペアー券　4,600円)

午後6時30分から午後8時30分

月/日 �5�5�6y9��参加者数 

1 釘��r粟���ゲスト伊藤明子(カラーアナリスト) 塔��ﾂ�

2 澱��"粟���ゲスト零の都(落語家) �3��ﾂ�

3 ����"粟���ゲスト河村潤子(7rJ-ライ9-) 塔)�ﾂ�

4 ��"�粟���ゲスト木谷悦子(7'Uハーモニカ奏者) ���9�ﾂ�

5 �"�粟���ゲスト鶴島緋沙子(帽家) 鼎��ﾂ�

(2)ジャンプ活動助成事業成果報告会

大阪府ジャンプ活動助成事業の成果を広く府民に還元するとともに､各グループの

交流を促進するため､助成を受けたグループによる活動報告､情報交換の場を提供し
た｡

日　時:平成10年11月6日(金)　午後3時から午後5時

場　所:ドーンセンター5階大会議室

内　容:平成9年度にジャンプ活動助成を受けた団体･グループ･個人による､事業

成果についての報告

参加者数: 80人
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7　文化表現事業

女性による文化､表現活動を支援するとともに､女性に対する固定的なイメージや

社会意識の変革をめざす文化､表現活動を支援した｡

(1)女性映像フェスティバル'98

女性の視点による映像文化の発展と映像分野への女性の参画の促進を図るため､

女性映像関係者との交流や､女性監督等の作品の上映を行った0

とき:7月18日(土)　参加者:延1, 517人

くビデオ〉ところ:視聴覚スタジオ

時間 �>�vR�参加者数 

ll:00-ll:50 �(+8*��h*ｸ.h*J2�48986ｒ�16人 

ll:55-12:20 �(5�6(6r�5R�784�6�88�ｺ2�4ｨ6�5��10人 

18:30.-19:10 �(6x985ｨ985��ｸ7(6h4�8�抦,�.h.俟ｸﾞﾈﾞﾉV�2�12人 

19:30-20:30 �)�Xﾞ8*�/�,一兒ｩzﾂﾙeｸ/�､ｩN���ﾈ,ﾈ���ﾂﾚ2�=�ﾞ�z9�ﾉM�_ﾉ�ｸｨ(檍,8*ﾘ.影��12人 

〈映　画　&　トーク〉ところ:ホール

時間 �>�vR�参加者数 

13:00-14:35 �(4x4ﾈ8Z2�?ｩgｲ��ｬI<#ｨ鉙皐ｷh���480人 

14:50-15:20 �6x�ｸ4��鉙皐ｷh���(8h4ﾈ4z8ｬI<"��480人 

15:35-17:40 �(囮x�2�?ｩgｲ��ｷ)gｳｨ鮖>�抦���ｩ�ｹ*ﾈﾔｹ&｢�477人 

(ビデオ〉　ところ:パフォーマンススペース

時間 �>�vR�参加者数 

13:45-16:30 �)�Xﾞ8*�/�,一兒ｩzﾈ自eｸ/�ｭYN���ﾈ,ﾈﾊbﾚ2�)萎ﾃｨ8��ｨ框JXﾎﾙ�ｹO��8,8*ﾘ.移��30人 
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(2)女性のためのビデオ講座の開催

①　女性のためのビデオ講座(初級編)

初心者を対象に､ビデオ作品の企画から撮影､編集までの実習を中心にした講

座を開催した｡

定員:20人　　申込者数:24人　受講者数: 17人

受講料:8,000円　　　　午前1 0時～午後0時

月/日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

1 迭�#ｉmｒ�オリエンテーション �6x985ｨ986x駟.ﾙ9h5"ﾘ6h486ﾂﾘ���68�8鳧���6x985ｨ985��ｸ7(6i�ｨ��4�7�8ﾈ�ｸ6r�岔Eieh�8���

2 澱�盈ｒ�企画.構成.シナリオ 

3 澱�ﾂ盈ｒ�カメラワーク.ライティング 

4 澱��ｉmｒ�撮影 

5 澱�#R盈ｒ�

6 途�"盈ｒ�編集 

7 途�盈ｒ�

8 途��b盈ｒ�

9 途��ｉ7鋳�

10 途�#2盈ｒ�発表会.批評会 

②　ビデオ講座(中級窮)

業務用カメラを使って撮影実習と特殊効果を用いた編集の実習をしながら､簡

単なアニメ作品を制作する講座を開催した｡

定員: 25人　　申込音数: 13人　　受講者数: 12人

受講料: 8,000円　　　　午後7時～午後9時

月/日 努籀7ﾒ�講師 

1 免ﾂ��"盈ｒ�オリエンテ-シヨン �6x985ｨ985籀7(6i�ｨ��､｢�8ﾈ,2ﾒ�岔Eieh�8���7(6h4儘影ｴ�ｴ�ﾔR�嫌:�-8+2�ﾕﾘ�9t����

2 免ﾂ��忠mｒ�企画.構成 
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月/日 努籀7ﾒ�講師 

3 免ﾂ�#b盈ｒ�撮影 巴ﾘ4ｨ985��ｸ7(6i�ｨ��*ｨ8ﾂﾘ5簫�岔Eieh�8���7(6h4儘影ｴ�ｴ�ﾔR�嫌:�-8+2�ﾕﾘ�9t����

4 ��"�2盈ｒ�

5 ��"���盈ｒ�

6 ���盈ｒ�

7 ����B盈ｒ�編集 

8 ���#�盈ｒ�

9 ���#ｉmｒ�

10 �"�盈ｒ�上映会 

(3)定期上映会(ドーン･シネマクラブ)

女性監督の作品や女性の視点に立つ映画の上映等を行った｡

入場料:前売　800円　当日1,000円　　場所:視聴覚スタジオ

月日 ��8防ﾞﾉV��参加者数 

1 迭�3��7鋳�｢長江の夢｣(97年､中国) ��c2�

2 湯�粟���｢母がクリスマスに帰るとき-.｣(95年､ 鼎2�

インド､ギリシャ､ドイツ) 

3 免ﾂ�#ｉ7鋳�｢ウオ-夕-メロンウーマン｣(95年､アメリ 鉄b�

カ) 

4 ���#"粟���｢Theshotheardaroundthewourld｣(97 ��2�

年､アメリカ) 

5 �2�#r�7鋳�｢如意､女の子でしょ!｣(96年､日本) 鼎��

｢清子の場合｣(89年､日本) 
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(4)女性芸術劇場

女性の手による女性の視点を持った舞台芸術公演を開催し､広く府民に鑑賞の機会

を提供した｡

ところ:ホール

入場料:前売　大人(中学生以上)　　　　　2, 000円

小人(3歳以上小学生まで)  1, 500円

当日　大人(中学生以上)　　　　　2, 500円

小人(3歳以上小学生まで)　2, 000円

参加者数: 1, 270人

日時 �>�vR�出演 

10月17日(土) �7�8X�ｸ5x4ｨ8ｲ�劇団ひまわり 

19:00-21:00 18日(日) 12:00-14:00 16:00-18:00 �(8��ｸ988�486x6�8ｸ6�8ﾈ9:2�

(5)海外女性監督ビデオ作品収集･加工

わが国では未公開の女性監督のドキュメンタリーを独自に収集し､日本語に翻訳･

加工して､ライブラリーで視聴･貸出サービスを行い､広く活用を図ったo今後､行

政等が主催する女性問題啓発講座や団体･グループ等の研修会教材として活用できる

作品については､販売も行う｡

平成1 0年度製作品名

作品名 豫I<"��xﾞﾂ�ｨｸｲ�制作年 倬隴B�種別 

ファイア.ミニブツ追加編 �5(94ｨ,H5�48985��ｸ6�5h8x6�8ｲ�1998年 �#瓜｢�Fキユルクリ- 

不適切な行動 �4ｨ6�5��zr�1997年 �#iZ｢�教材 

-高校生問のセクシユ7ル.ハラスルト- �7H488ｸ8����3�V"�

子どもの権利(中高生編) �4ｨ6�5��zr�7H488ｸ8���1998年 �#)Z｢�)V"�Fキユルタl)- 
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8　国際交涜事業

(1)海外向け情報誌｢DAWN｣の発行

ドーンセンターの知名度を高め､情報の集積を促進するとともに､センターの活

動や日本の民間レベルの女性問題情報を海外に発信するため､海外情報誌を発行し

た｡

･発行時期　平成10年11月

･部　　数　　3,000部

･規　　格　　A4判12ページ

･編集会議　次の委員からなる編集会議を設置し､編集基本方針や記事内容､執

筆依頼先等を決定した｡

<編集委員>

井上はねこ(編集工房アミ主宰)

宇野澄江(ウィメンズセンター大阪スタッフ)

クマラスウェンソン(大阪女学院短期大学助教授)

浜本幸子(芦屋大学教授)
･基本方針　｢女性への暴力｣を特集記事とし､日本の競状紹介及び大阪地域で

の取り組み等の紹介とドーンセンターの事業紹介｡

ページ �>�vR�執筆者 

P1-P3 �?ｩgｸ,�*�*�.�(��ｸ,���+x.册ﾉ|ﾚ8,ﾈﾋｲ�服部範子 

状を紹介 
･東京都の｢夫.恋人からの暴力｣調査 �inﾉ��ﾙ](�効蹴�

結果の紹介 

P4-P5 ��Xﾞ9&闔h,X,ﾈ竧.��x-ﾘ,ﾈ��樞�井上はねこ編集委員 

･大阪府警での取り組み 

･フェミニストカウンセリング堺が実施 ��冏ｸ躡,8���

した｢夫.恋人等からの暴力｣調査報告 

P6-P8 啝)Wb��ﾈ7ﾘ�ｸ6x6坪*�.x,ﾉeﾉ|ﾚ2�情報誌｢DAWN｣より 

中村正助教授VS川喜田相継当コイイトト 

･外国人が見た日本の若い女性 �4�7ﾘ8�5�4X4x985ﾈ92�

P9 �8�6h4(4�,Yeﾉ|ﾘ,偃h.��x/�,X*(.�4�6�4R�井上はねこ編集委員 

ンサーの紹介(片山三喜子) 

Plo �6h�ｸ5�,X-ﾘ.�?ｩgｸ,ﾉ&ｨ�,ﾉ�ｹ¥ｩo�ｨIZｩ%2�尼川精髄当コ-デイネ-夕- 

～P11 �8�ｨ��支,H/��,�,B�

P12 �6��ｸ985ｨ985��ｸ,ﾈ馼ｼh��樞�事務局 

｢暴力｣-の取組みー大阪おんな自分流 
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(2)アジア太平洋女性ネットワークフォーラムの開催
アジア太平洋地域の女性たちと連携･交流を深め､共通する課題の解決や女性の地位向上について

協力できる関係を築いていくため､海外のNGO等で活躍している女性を招へいし､シンポジウム､

ワークショップ､交流会等の交流事業を大阪府とともに実施した｡

日　　時　　平成10年12月12日(土)

場　　所　　ドーンセンター

内　　容

シンポジウム

12月12日(土)

13:30 -16:00

於:

ドーンセンター

ホール

女性たちがエンパワーメントするために　　　　　参加者数1 8 1人
～アジアの女性たちから学ぶもの～

コ-ディトト:船橋邦子(大阪女子大学女性学研究センター)

韓国　　　　　Ms. Chang Pilwha (梨花女子大学校　アジア女性学センター所長)

フィリピン　　Ms. Irene Donato　(草の根女性工ン/り-ルトセンター委員)

NGO ･ NPOの行政への働きかけについては､日本国内ではその活動がまだ
まだ不十分である｡そのため､今後どのように活動を進めていけばよいかといっ
た手法開発をNGO ･ NPOレベルにおいて活動を実施している女性から学ぶ｡

海外女性招へい事
業企画参加型イベ
ント

12月12日(土)

10:00 -19:00

4 ･ 5F大会議室

セミナー室　等

○海外招へい者を交えてのワークショップ
｢韓国女性･在日コリアン女性･日本女性の本音卜一ク｣参加者数　2 3人

主催:グループ大阪ちゃめ
｢プランから実践へ:フィリピンのNGOから学ぶ｣　　参加者数1 3人

主催: Women in DevelopInent International Network

O一般企画参加型イベント
｢青年海外協力隊が語る世界の女性｣　　　　　　　　　参加者数1 0人

主催:BBB･OSAKA

｢塩床描画法ですぐに使えるカウンセリング技法の体験実習｣

主催:クリスK･インターナショナル　　　　　　　参加者数　30人

｢さをり織りの展示&パフォーマンス｣　　　　　　　　参加者数　170人

主催:さをりひろば
｢タイ･チェンライの農山村女性の自立支援!｣　　　　参加者数　4 0人

主催:つばぎ　93

｢北タイの女性たちの手工芸の展示･バザー｣　　　　　参加者数　5 5人

主催:アジア子ども基金
｢難民キャンプからの民芸品のバザー｣　　　　　　　参加者数　6 0人

主催:日本･ビルマ救援センター
｢インド･パキスタン料理の実習と試食&国際結婚とイスラム文化｣

主催:ブリランテ　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数　20人

○ビデオ｢さあ生きよう!TO BE ALTVE !｣上映会

参加者数18人

【滞在日程】
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9　健康に関する事業

(1)マシンジム講習会

ウェルネスのフロア(地下1階)に設置した温水プール及びマシンジムの管理

運営を行うとともに､マシンジム利用者講習会を実施した｡

講習会実施回数 �343回 

参 加 者 傚y�ｲ�1,519人 俘xﾇc�ﾃ涛��ﾂ�

男性 鼎s��ﾂ�

(2)フィットネススクールの開催

府民の健康の保持･増進を図るとともに､ドーンセンター利用者の交流を促進

するため､地下1階ウェルネスのフロアにおいて､フィットネススクールを開催

した｡

定　員:スイミング15人　エアロビクス22人

回　数:各スクールとも10回

受講料:各スクールとも10,000円､保険料300円

スクール名 况ｩ?｢�時間 假8ﾗX�)�B�

4月斯 度��10朋 ��_ﾂ�

スイミング(初級) 佇騅ｩ?｢�13:45-15:00 ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) 佇騅ｩ?｢�18:45-20:00 ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) �騅ｩ?｢�13:45～15:00 ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) 冦益ｩ?｢�10:30～11:45 ��R�15 ��R�15 

スイミング(中級) 仞�vｩ?｢�13:45～15:00 ��R�15 ��R�15 

ビギナーエアロビクス �騅ｩ?｢�10:30～11:30 �#"�22 �#"�22 

ビギナーエアロビクス 冦益ｩ?｢�19:00～20:00 �#"�22 �#"�22 

ビギナーエアロビクス 仞�vｩ?｢�18:30～19:30 �#"�22 �#"�22 

エアロビクス �騅ｩ?｢�18:30-19:30 �#"�22 �#"�21 

リフレッシュ体操 冦益ｩ?｢�14:30-15:30 �#"�加 �#2�17 

らくらくリフレッシュ体操 仞�vｩ?｢�10:30～11:30 �#"�21 �#"�22 

合計 剴#�r�204 �#���201 
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10　ドーンフェスティバル'98

ドーンセンターの設立趣旨である男女協働社会づくりを広くPRするため､センターの

各施設や機能を利用し全館あげて､女性の自立と参加･参画をテーマに以下の各種イベン

トを実施した｡

と　き:平成10年11月6日(金)､ 7日(土)の2日間

ところ:ドーンセンター7Fホールはか

(1)ウィメンズフォーラム

日　　時: 11月6日(金)午後1時30分～午後4時15分

場　　所: 7Fホール

参加者数: 403人

内　　容:大阪府女性基金プリムラ賞授賞式　午後1時3 0分～午後2時

基調講演｢ジェンダーと暴力｣　　午後2時1 5分～午後4時1 5分

趣　旨　ドーンセンターでは､ 2 1世紀に向けて取り組むべき重点

テーマとして､ ｢女性への暴力｣をとりあげているo

社会学分析を踏まえ､社会的･政治的レベルでの今後の対応

について誇漬

ゲスト　上野千鶴子(東京大学教授)

(2)親と子で観る｢人形劇｣

日　　時: 1 1月6日(金)午後7時～午後8時

場　　所:7Fホール

参加者数: 201人

入場料:親子券1, 000円､個人券　500円

出　　演:げきだん夢問屋

上演作品: ｢くわずとケチ寅｣ ｢ブラックファンタジーシアター｣

(3)講演会｢育児における父性の役割　働く女性の育児｣

日　　時: 11月7日(土)午後2時～午後5時

場　　所: 7Fホール

参加者数: 86人

参加費:無料

企画･実施:社団法人　大阪小児科医会

ゲ　　ス　　ト:タケカワ　ユキヒデ

後　　　　　援:大阪府医師会･アップリカ育児研究会
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(4)ゴスペルIN　ドーンフェスティバル' 98

日　　時: 11月7日(土)午後7時～9時

場　　所:7Fホール

参加者数: 264人

参加費:前売り　2, 000円　　当日　2, 500円

出　　演:サンディ･ブレアwith Mother Shlp&A Touch of LUV

企　　画:Music InforⅡlation

内　容:ニューヨーク生まれの女性サンディ･ブレアとその仲間による本場のジ

ャズ演奏

(5)企画参加型イベント

ドーンフェスティバル'98において､女性グループ等の自主企画イベントをテーマ

別企画参加型イベントと一般企画参加型イベントに分け実施した｡

①　テーマ別企画参加型イベント

21世紀に向けて｢文化と暴力｣をさまざまな角度から考えるため､財団主催のウ

イメンズフォーラムと併せてテーマ別企画参加型イベントを実施したo

日時 菱耳耳7ﾒ�実施グループ.内容 

ll/6(金) �i���平成9年度大阪府ジャンプ活動助成事業参加ブル 

15:00～19:00 �-プ 

｢大阪府ジャンプ活動助成事業報告会｣ 

ll/7(土) 仆8屍�メンズセンター 

14:00-16:00 劼男の非暴力ワークショップ-豊かな表現を取 

り戻すために｣ 

ll/7(土) �8�6h4(4��コマーシャルの中の男女役割を問いなおす会 

17:00～20:00 劼徹底討論性の商品化はどこが問題なのか- 

メディアの暴力を考える-｣ 

ll/7(土) 倆�橙�ウイング21.グループ線女.世界女性会議ネッ 

17:00～20:00 剿mワーク関西共催 

r夫.恋人からの暴力シェルターからの報告 

～女性の自立と支援体制を考える～｣ 

ll/7(土) 倡�,x.��｢波｣ウエーブ 

13:00-16:00 劼シリーズ"困ったときどうしてる?"『もつと 

親子の会話を増やしましょう!』つてどうすりゃ 

いいの??｣ 

ll/7(土) ��X�｢�ワ-キング.ウイメンズ.ネットワーク 

17:00-20:00 劼『うちの女の子』つてよばないで-セクシユ 

アル.-ラスメン卜に負けないために｣ 



②　一般企画参加型イベント

自由なテーマによる講演会､シンポジウム､パフォーマンス､展示､バザーなと

の自主企画イベントを実施した｡

日時 �>�vR�開催会場 伜����B�

11月6日(皇)18:00-20:00 俎X�檄H5h987ﾈ5x4R�大会議室､セミナ ��H4�8ｸ42�

7日(i)13:00-20:00 �8�9辻�一室､特別会議室 

11月6日(金)15:00-20:00 �7�7H4��ｸ7ﾘ985��パフォーマンスス �#�4�8ｸ42�

7日(土)10:00-20:30 刄xース､視聴覚ス タジオ等 

11月6日(金)13:00-20:00 �5x麕H6�5X�ｹ9��小.中会議室､ �#U�8ｸ�ｸ7b�

7日(土)10:00-18:00 刄鴻rー等 
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1 1共催事業

トンセンターの施設の特色を活用して実施する､当財団設立の基本理念に沿った事業

を共催した｡

月日 �>�vR�場所 仄Hﾜ9�ｨ詹_ｲ�参加者数 

6/ll(木) �h柬(囮x�8ｪ��ﾈ韋�橙�鵬スタジ オ �ｩ�Xﾞ8防柯5ｨ92�5��ｲ�50 

7/25(土) �6�4868*�.y?��ﾈ,ﾈ7�6ﾈ8ｨ5�6x/�ﾇﾘ*h,Hﾙ�ﾝｸ5h92�ホール �8��ｸ4ﾈ984�4R�360 

ポジウム｢EU(欧州連合)とCEDAW(女 刄Cメンズ.ネッ 

性差別撤廃条約)に学ぶ男女平等の国際基準｣ 刄gワーク 

10/4(日) 栃�,hﾉ(ﾔ�7H4h5�6X4(6�8ｳ��大会議室 �4X488�985�5ｨ92�200 

女のからだと心と生き方が｢男女共同参画社会 刋鵤�クー大阪 

基本法(仮称)｣に結びつくの? 

ll/10(欠) ��Xﾞ85ｨ986�8X8ｨ�ｸﾏ�ｻ��&86��ｸ985ｨ985��ｸ5(92�ホール 唳�Xﾞ9Wｲ�396 

サート 勍㈲大阪府 文化振興財団 

ll/20(皇) ��(､Y�ﾈﾊ��侏鞋ﾉ��S��D雍ﾉD��ホール ��Xﾞ9d�k�ｼr�298 ) 

｢人権啓発講演会｣ 儉頒臥雌委員連合会 

11′28(土) �*ﾘ.ｨ,�*(�驗���ﾗXﾜ��ホール 綿6ﾈ6(6x8��ｸ4隴b��ﾂ�*ﾘ.ｨ,�*(��140 

2/20(i) ��涛俛�ﾝｸﾘ)~竟)D�/�-�*�*h,B�ホール 亊i�ﾈ7h8ﾘ6h8X�ｸ5�5ｨ985��ｲ�350 
-講演と映画のつどい- �130NOBO 

3′6(i) 倬�;i[hｧxﾗX�橙�七宝i妄 俥�&9d��ﾉ�Xﾞ8ﾙ��47 
一書屋信子｢花物語｣を読み直す- 剄ﾛ児童文学館 

3/4(禾) �h柯韋�橙�視覚スタジ �ｩ�Xﾞ8防柯5ｨ92�′40 

3′11(禾) �(ﾄ�,ﾈ訷*ｨ+8+8.(*(,H*(.�2�オ ホール �5��340 
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1 2　広報事業

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主要事業などの周知を図り､センタ-の利

用と事業への参加を促進するため､各種媒体を用い広報活動を行った｡

(1)情報誌FDAWN』 ～おおさか発　女と男の情報誌～の作成

ドーンセンターと大阪府(生活文化部男女協働社会づくり課)と共同編集でドー

ンセンター主催講座･イベントの案内､グループ活動紹介､センター施設紹介､

｢おおさかふ発トピックス｣等を内容とする情報誌を作成し､都道府県をはじめ府

内外の女性関連施設､市町村女性政策関連行政機関､図書館等に配付した｡
･A4版1 2頁　20, 000部

･平成10年3月(第2号)　　平成10年9月(第3号)

平成10年12月(第4号)　平成1 1年3月(第5号)

(2)利用案内パンフレット等の作成

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主催事業などの周知を図り､センタ-の

利用と事業への参加を促進するため､施設利用パンフレット､センタ-主催事業の

チラシ等を作成した｡

1 3　-時保育事業

子育て中の女性の社会参加を促進･支援することを目的として､ドーンセンタ-の

主催事業への参加者やライブラリー等の利用者を対象に｢こどものへや｣を設置し､
一時保育事業を実施したo

(1)実施内容

(丑　主催事業の一時保育

センター主催事業参加者を対象として､一時保育を実施したo

②　定期保育

ウエルネスのフロアやライブラリー等センター利用者を対象として毎週木曜日

(午前･午後)と第2 ･ 4火曜日(午前)に実施した｡

･保育時間(9 : 30-1 2 : 30､ 1 3 : 30-1 6 : 30)

③　｢こどものへや｣の貸し出し

センター施設を利用する団体･グループが保育を実施する場合に､ ｢こどもの

へや｣の貸し出しを行った｡

(2)保育協力者　　38名(平成1 1年3月3 1日現在)

保育協力者については､府婦人会館での協力者や大阪府内の女性関係施設におけ

る保育ボランティア養成講座終了生､保育経験者､保母･幼稚園教諭･看護婦等の

資格所有者及び資格取得見込み者(学生)を中心に募集した｡

(3)保育協力者の定例会及び研修会
｢こどものへや｣の自主的な運営を行うため､保育協力者の参加の下､保育活動

状況や､ ｢こどものへや｣の運営等についての定例会を開催した｡ (計8回)

また､センターの設立趣旨や目的､男女協働社会における保育等についての研修

を行い､その成果を保育活動に反映させるよう努めた｡
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(4) ｢こどものへや｣の利用状況

主催事業 劔.葦ｩ]ｸ屍�粳m益ｩ?｢��剔ﾝ出一､. @ 俘xﾇb�t�ｸt�ｸt"�

開閉致① 倡�,x.�ﾍｲ�保育協力税 丶ｨﾜ8�t"�子どほ 兢ｸ支ｺi|ﾘ�)=b�

4月 ���1 �"�10 涛��47 ��B�25 

5月 釘�24 ��"�8 ���b�38 湯�21 

6月 湯�41 �#��10 ��#2�49 迭�24 

7月 ����39 �#B�12 ��3b�59 釘�26 

8月 �"�10 迭�10 ���B�49 迭�17 

9月 湯�30 ��"�6 都b�25 途�22 

10月 免ﾂ�81 �#r�12 ��#��39 免ﾂ�34 

11月 唐�48 ����7 田R�26 ��2�28 

12月 唐�13 ��"�8 塔b�33 釘�20 

1月 釘�4 澱�10 ��#��49 迭�19 

2月 免ﾂ�41 �#��10 ���"�41 途�28 

3月 澱�34 ��R�9 ���r�48 免ﾂ�26 

10年度計 塔2�366 ���2�112 ��ﾃ#sR�I 503 涛R�290 

9碓計 ��#��431 �3���92 ��ﾃ3途�584 ��S��364 
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第2　施設の管理

大阪府から委託を受け､ドーンセンターの管理運営を行うとともに府民の方々に

ホールや会議室の貸し出しを行った｡

1来館者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

＼ ��8�9��ホール等 �8�487X8�8ｨ�ｲ�ウエルネス 倩ｸ���その他 俘xﾇb�1日平均 

4月 ��Bﾃc3��8,719 澱ﾃ����7,764 �#��1,935 �3づンb�しコ5ヨー 1,596 

5月 ��2ﾃピr�9,330 途ﾃS#b�8,321 釘�1,681 鼎�ﾃs3��(24日) 1,697 

6月 ��bﾃツB�9,199 唐ﾃ3迭�9,588 �3�2�1,964 鼎bﾃ3#2�(26日) 1,782 

7月 ��Rﾃ33R�9,289 唐ﾃS�B�10,050 鼎b�1,909 鼎Rﾃ�32�(25日) 1,805 

8月 免ﾂﾃ�#B�6,730 ���ﾃ�#��10,910 涛"�1,821 鼎�ﾃS�b�(27日) 1,537 

9月 ��2ﾃcc��8,020 迭ﾃS���8,120 塔"�1,665 �3rﾃ�C��(23日) 1,611 

10月 ��bﾃ����10,492 唐ﾃs途�7,821 �#���2,089 鼎RﾃS���(26日) 1,750 

11月 ��Bﾃs�"�12,627 唐ﾃ�#��5,819 ��湯�1,886 鼎2ﾃ3C"�(24日) 1,806 

12月 免ﾂﾃ�3��7,783 釘ﾃSc"�3,963 鉄2�1,746 �#津�CR�(23日) 1,267 

1月 免ﾂﾃcコ�8,765 澱ﾃsc��4,768 田2�1,775 �32ﾃ��b�(22日) 1,537 

2月 ��Bﾃ�c��ll,130 途ﾃン��5,125 鼎B�1,965 鼎�ﾃ3�R�(23日) 1,753 

3月 ��Bﾃcc��10,730 途ﾃcSB�5,602 都"�1,976 鼎�ﾃs�"�(25日) 1,628 

10相計 ��cづc3B�112,814 涛�ﾃSSr�87,851 ��ﾃ�唐�22,412 鼎�2ﾃCcb�(293EE) 1,650 

9報計 ��s"ﾃC#R�113,687 白�モﾃ�Cr���100,781 ��ﾃC#B�22,795 鼎湯ﾃ�S��(2938) 1,704 
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2　会議室･ホール等の利用

各種グループが女性の自立並びにあらゆる分野-の参加及び参画を促進する目的を

もって行う学習活動等の催物の開催場所として､トンセンターの会議室やトルな

どを貸し出した｡

なお､センターの設置目的に支障のない範囲に-て､府民の健全で文化的な集会

及び催物等の実施に対しても会議室等を貸し出したo

(1)利用状況

①　会議室等の利用率

会議室等(%) 劔ホール (%) 汀�x4坪7ﾘ985��5�7��ｸ5��３��合計 (V 

会議室 刎���事理量等 ��ﾈ6xﾇb�

4月 都e��65_3 �3偵R�65,0 田2繧�20,3 田"纈�

5月 6月 都b紕�70_8 �3R綯�64.4 鉄b���33.3 田"綯�

76.767ー3 �40,5 田R綯�54.2 �3r絣�63.8 

7月 都B繧�70ー7 �3ゅr�64.3 鉄b絣�14.5 田�綯�

8月 鉄R�"�43.8 �#ゅB�46.5 田��2�10,7 鼎R絣�

9月 都B綯�69.6 �3B絣�62.9 田2絣�41.3 田�纈�

10月 都��2�67.9 鼎�紕�62.7 都�繧�37.5 田�纈�

11月 12月 都b絣�て68.842.8166.3 剴��纈�41.7 田R繧�

71.4:58.7 �34.3日9一8 冤62.7 鼎r紕�59_4 

1月 ��ツ偵��56.8 �#偵2�57.3 鉄��ｳ��70.0 姪Sr綯�

2月 3月 都b纈�64.5 �3づ��65.1 田�纈�34.9 田2綯�

72.8 鉄ゅ��37.7 田�絣�66.7 �3偵��60.7 

10碓i 都"綯�63.5 �3b纈�61.7 田"纈�34.9 田�絣�ｧツR綯�

9年度計 都r紕�70.7 鼎��2�66.7 田ゆ�C2ﾓR�

②　利用目的別比率

種別 冦ｩ4�>�y駅�３��劍自Lｩy駅����r��
腿揺垂等 �6��&8ｷ��その他 俘xﾇb�

会議室等 �2紕�32.1 �#b紕�61.9 �3ゅ��

ホール 途縒�9.5 ��2�"�30.4 田偵b�

パフォーマンススペース 湯���6.328_8 �44.1 鉄R纈�

計 �2繧�30.225.9 �59.9 鼎����



③　曜日別､時間帯別利用率

種 剏ﾟ前(%) 佻�2３��夜間(%) 佗b�

別 �(9:30-12:00) 茶�3｣��ﾓ�s｣����(18:00-21:30) 窒R��

∠ゝ コ= 読 室 等【 俯"�52.9 都�絣�62.3 田�纈�

土曜 田Bﾃb�89.1 鉄B�"�69.3 

日祝 田���86.2 ��偵��55.2 

柑 鉄b綯�77.1 鉄�絣�61.7 

ホ I ル 兌ﾙ?｢�50,7 都B�2�47.4 鉄r絣�

土曜 田"���90.0 田"���71,3 

恒 塔"絣�92.1 �32�2�69.3 

棉 田�紕�81.5 鼎b繧�62.9 

パフオ-マン ススペース 刎��21.2 �3�縒�25.6 �#b絣�:=-= 鼎"ﾃ��54.0 �3b���44.0 

脂 鉄"紕�63.5 �3��"�48.7 

棉 �3"�2�43.9 �#ゅb�34.9 

合計 兌ﾙ?｢�51.4 田偵��60.0 田����

土I 田2�2�87.4 鉄2縒�68.1 

硝 田����85.4 �#��2�55.6 

棉 鉄R綯�75.8 鼎宝"�60,5 

3　視察対応

全国の行政関係､女性団体･グループ及び海外からの視察を受け､センター設立の趣

旨･目的並びに事業概要の説明を行った｡

行政関係 刳e種団体 凾ｻの他 剄㈹v 

件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数人数 

10年度計 鉄2�808 ��r�298 免ﾂ�150 塔��1,256 

9年度計 �#��216 鼎��568 �#B�640 涛#�ﾃC#B�
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4　グループ活動の支援等

ドーンセンターを定期的に利用するグループの活動支援と利用の促進及び交流を図る

ため､次のとおり施設の提供等を行った｡

(1)グループロッカーの設置

グループが学習等の活動を行うために必要な物品を保管するとともに､グループ相

互の情報交換場所として､センター内にグループロッカールームを設けた｡
･利用団休数100団体･グループ(平成11年3月31日現在)

(2)登録団体制度の実施

男女の自立とあらゆる分野への参加･参画を促進することを目的として､ドーンセ

ンターを定期的に利用するグル-プを利用者預体として登録し､優先的にセンターを

利用できるよう､一般の利用申込受付に先立って､利用申込を受け付ける制度を実施

Lf=o

･登録団体数198団体･グループ(平成11年3月31日現在)

(3)ワークステーションの運営

ワークステーションに印刷桟等の桟器類を設置し､団体･グループ等の自主的な活

動のために必要な､チラシ･資料等の印刷やコピー､木工作業等の軽作業を行うこと

ができる無料のスペースを提供した｡
･設置機器　　印刷機､コピ-桟､紙折磯､裁断機､製本模､木工電動工具

く　利用状況　〉

利用者数(人) �8ﾟﾈｴ�y駅�&9�ﾉ�B�ワ-プロ利用団牌 

4月 涛#2�155 ����

5月 塔ィ�126 ����

6月 涛#"�141 免ﾂ�

7月 塔���140 �#��

8月 涛S��134 �2�

9月 都sb�118 途�

10月 涛�R�161 途�

11月 塔c"�146 ��"�

12月 塔C��139 迭�

1月 田sr�122 途�

2月 都迭�145 唐�

3月 塔cb�174 唐�

合計 ���ﾃ#ヲ�1,701 ���r�



(4)情報交換プラザの運営

センター内外で行われる各種行事の情報提供及びグループ活動の交流や情報の交

換が行えるよう､ 1階の情報交換プラザにおいてグループ･団休､行政械関等のチ

ラシやパンフレット等を配布した｡

府庁関係 倡9*ﾉ�｢�他の女性センタ- 俾偃X6h8ｲﾘ7b�合計 

10年度 田#��578 �#c2�1,023 �"ﾃCコ�

9年度 鉄澱�527 �#3��1,189 �"ﾃSC"�

第3　財団の運営

1理事会の開催

第13回

第14回

第15回

平成10年4月16日(木)

内　容:理事の選任について

平成10年6月26日(金)

内　容:平成9年度事業報告及び収支決算について

平成11年3月18日(木)

内　容:平成1 0年度収支清正予算について

平成1 1年度事業計画及び収支予算について

諸規程の一部改正について

2　ドーンセンター運営推進委員会の開催

ドーンセンターの桟能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､ドー

ンセンター運営推進委員会を開催し､種々の意見､提言をいただいた｡

第11回　　　平成1 0年7月24日(金)

内　容:平成9年度事業報告について

平成1 0年度事業計画及び収支予算について

第12回　　　平成1 0年1 2月8日(火)

内　容:財団及びドーンセンターの概要について

平成1 0年度事業計画について

第13回　　　平成1 1年2月26日(金)

内　容:平成1 0年度事業報告について

平成1 1年度事業案及び予算案について
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財団法人大阪府男女協働社会
づく　り財団　　設　立　趣　意　書

1 975年の｢国際婦人年｣及びこれに続く｢国連婦人の1 0年｣を契機として､世

界各国では､女性の地位向上や女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けての取り組みが

積極的に進められてきました｡

我が国においても､男女雇用機会均等法の制定をはじめ国内関係法の整備を行い､

｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣を批准するとともに､新国内

行動計画を策定し､女性関係施策を推進しております｡

大阪府においても第1期､第2期行動計画に続き､平成3年9月には第3期行動計画

｢女と男のジャンプ･プラン｣を策定し､知事を本部長とする大阪府女性政策企画推進

本部のもとに女性問題の解決を図るための施策を積極的に推進しております｡

大阪が地球時代にふさわしく､人間と自然の調和を保ち､かつ文化の薫り高い国際都

市へ発展していくためには､男女が共に人間として尊重され､性差にとらわれることな

く､豊かな人間関係のなかで､人生のあらゆる段階で支えあうことのできる社会､即ち､

男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加･参画に基づく男女協働社会を実現する

ことが不可欠であります｡

しかしながら､男女の固定的な役割分担意識はまだ根強く､男女の自立及びあらゆる

分野への対等な参加･参画を不十分なものとしています｡また､近年における高齢化､

情報化､国際化等の急激な進展により､女性問題に係わる新たな課題が生じてきており

ます｡

男女協働による真に豊かな社会を実現するためには､行政の力だけで達成できるもの

ではなく､民間においても女性問題の解決に向けて社会的な気運の醸成を図るとともに､

企業､民間団体さらには府民一人ひとりが知恵と創意を発揮して積極的な活動を展開す

ることが重要です｡

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､そうした行政並びに府民､民間団体等が

連携した多様な活動を効果的に推進するためにEPjL､的な役割を果たすとともに､男女の

自立とあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するため､情報の収集及び提供に関

する事業､能力開発に関する事業､女性の抱える問題に関する相談事業､女性の交流の

促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業､調査研究及び啓発学習に関する事業､

女性の健康に関する事業及びドーンセンター(大阪府立女性総合センター)の管理運営

を行うこと等により､男女協働社会の実現に寄与することを目的として設立するもので

あります｡
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財団法人:大:阪府男女協働社会
一づ　く　り　月オ団　　寄　　附　　行　　為

第1章　総則

(名称)

第1条　この法人は､財団法人大阪府男女協働社会づくり財団と称する｡

(事務所)

第2条　この法人は､事務所を大阪市中央区大手前1丁目3番49号に置く｡

(員的)

第3条　この法人は､大阪府の区域内において､男女の自立並びにあらゆる

分野への対等な参加及び参画を促進する事業を行い､もって男女協働社会

の実現に寄与することを目的とする｡

(事業)

第4条　この法人は､前条の目的を達成するため､次に掲げる事業を行うC

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の能力開発に関する事業

(3)女性の抱える問題に関する相談事業

(4)女性の交流の促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業

(5)男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するた

めの調査研究及び啓発学習に関する事業

(6)女性の健康に関する事業

(7)前各号に掲げる事業及び施設の管理運営の受託に関する事業

(8)前7号に掲げるもののはか､この法人の目的を達成するために必要な

事業

第2章　資産､会計及び事業計画

(資産の構成)

第5条　この法人の資産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入
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(資産の種別)

第6条　資産は､基本財産及び運用財産の2種とする｡

2　基本財産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財

産

3　運用財産は､基本財産以外の財産とする｡

(資産の管理)

第7条　資産は､理事長が管理し､その方法は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

2　基本財産のうち現金は､郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ､

信託会社に信託し､又は国債､公債その他確実な有価証券に換えて保管し

なければならない｡

(基本財産の処分の制限)

第8条　基本財産は､これを処分し､又は担保に供することができない｡

ただし､この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは､理事会に

おいて､理事数の4分の3以上の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得

て､その一部を処分し､又はその全部若しくは一部を担保に供することが

できるC

(経費の支弁)

第9条　この法人の経費は､運用財産をもって支弁する｡

(事業計画及び予算)

第10条　この法人の事業計画及び予算は､理事長が作成し､毎会計年度開始

前に理事会の議決を得なければならない○これを変更する場合も同様とす

る｡

(暫定予算)

第11条　前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しな

いときは､理事長は､予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる｡

2　前項の収入支出は､新たに成立した予算の収入支出とみなす｡

(事業報告及び決算)

第12条　理事長は､毎会計年度終了後3カ月以内に､事業状況報告書､収支

計算書､正味財産増減計算書､貸借対照表及び財産目録等を作成し､監事
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の監査を経て､理事会の承認を得なければならない｡

(長期借入金)

第13条　この法人が資金の借入れをしようとするときは､会計年度の収支を

もって償還する短期借入金を除き､理事会において理事数の3分の2以上

の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得なければならない｡

(会計年度)

第14条　この法人の会計年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月3 1日に

終わる｡

第3章　役員

(種別)

第15条　この法人に､次に掲げる役員を置く｡

(1)理事長　　　　1人

(2)専務理事　　　1人

(3)理事(理事長及び専務理事を含む｡ )

1 0人以上2　0人以内

(4)監事　　　　　　2人

(選任)

第16条　理事及び監事は､理事会において選任し､大阪府知事の承認を得る

ものとする｡

2　理事長は､理事の互選により定める｡

3　専務理事は､理事会の同意を得て理事長が指名する｡

4　理事及び監事は､相互に兼ねることができない｡

5　理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は､

理事数の3分の1を越えてはならない｡

6　監事は､相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない｡

(織務)

第17条　理事長は､この法人を代表し､業務を統括する｡

2　専務理事は､理事長を補佐し､日常の業務を処理し､理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときは､その職務を代行する｡

3　理事は､理事会を構成し､業務を議決し､執行する｡

4　監事は､次の職務を行うC

(1)法人の財産の状況を監査することo

(2)理事の業務執行の状況を監査すること｡

(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは､こ
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れを理事会及び大阪府知事に報告すること｡

(4)前号の報告をするため必要があるときは､理事会を招集すること｡

(任期)

第18条　役員の任期は､ 2年とする｡ただし､再任を妨げない｡

2　補欠又は増員により選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残任

期間とする｡

3　役員は､辞任又は任期満了の後においても､後任者が就任するまでは､

その職務を行わなければならない｡

(解任)

第19条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは､理事会において､理

事数の4分の3以上の議決により､これを解任することができる｡ただし､

理事会において､その役員に対し､議決の前に弁明の頼会を与えなければ

ならない｡

(1)心身の故障のため､職務の執行に堪えられないと認められるとき｡

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認

められるとき｡

(報酬等)

第20条　役員は､無給とするo　ただし､常勤の役員は､有給とすることがで

きる｡

2　役員には費用を弁償することができる｡

3　前2項に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事長が定めるo

第4章　理事会

(構成)

第21条　理事会は､理事をもって構成する｡

(権能)

第22条　理事会は､この寄附行為で別に定めるもののはか､この法人の運営

に関する重要な事項を議決する｡

(種類及び開催)

第23条　理事会は､通常理事会と臨時理事会の2種とする｡

2　通常理事会は､毎年2回開催する｡

3　臨時理事会は､次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡

(1)理事長が必要と認めたとき｡

(2)理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって

-58-



開催の請求があったとき｡

(3)監事が第1 7条第4項第4号の規定により､招集したとき｡

(招集)

第24条　理事会は､理事長が招集する｡ただし､前条第3項第3号の規定に

よる場合は､監事が招集する｡

2　理事長は､前条第3項第2号の規定による請求があったときは､その日

から1 4日以内に臨時理事会を招集しなければならない｡

3　理事会を招集するときは､会議の日時､場所､目的及び審議事項を記載

した書面をもって､少なくとも7日前までに通知しなければならない｡

(議長)

第25条　理事会の議長は､理事長が当たる｡

(定居数)

第26条　理事会は､理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することが

できない｡

(議決)

第27条　理事会の議事は､この寄附行為で別に定めるもののほか､出席した

理事の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによ

る｡

(書面表決等)

第28条　やむを得ない理由のため､理事会に出席できない理事は､あらかじ

め通知された事項について､書面をもって表決し､又は他の理事を代理人

として表決を委任することができる｡

2　前項の場合における前2条の規定の適用については､その理事は出席し

たものとみなす｡

(議事壕)

第29条　理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成し､こ

れを保存しなければならない｡

(1)日時及び場所

(2)理事数

(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については､

その旨を付記すること｡ )

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録著名人の選任に関する事項
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2　議事録には､その会議において出席した理事の中から選任された議事録

署名人2人以上が､議長と共に署名押印しなければならない｡

第5章　委員等

(設置)

第30条　本財団に､第4条に定める事業の円滑な促進を図るため､必要に応

じ､委員を置き､又は委員会を設置することができる｡

2　委員の選任､委員会の設置､運営その他必要な事項は､理事会の同意を

得て､理事長が別に定める｡

第6章　事務局

(設置)

第31条　この法人の事務を処理するため､事務局を置く0

2　事務局には､事務局長その他の職員を置く｡

3　事務局の職員は､理事長が任免する｡

4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

(書類及び帳簿の備付け)

第32条　事務所には､次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければな

らない｡

(1)寄附行為

(2)理事､監事及び職員の名簿及び履歴書

(3)許可､認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5)収入､支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産､負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類

第7章　寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条　この寄附行為は､理事会において理事数の4分の3以上の同意を得､

かつ､大阪府知事の認可を得なければ変更することができない｡

(解散)

第34条　この法人は､民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によ

るほか､理事会において､理事数の4分の3以上の同意を得､大阪府知事
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の承認のあったとき解散する｡

(残余財産の処分)

第35条　解散後の残余財産は､理事会の議決を経て､大阪府知事の許可を得､

この法人と類似の目的を有する公益法人又は大阪府に寄附するものとする｡

第8章　雑則

(委任)

第36条　この寄附行為の施行について必要な事項は､寄附行為に定めるほか､

理事会の議決を経て､理事長が別に定める｡

附則

1　この寄附行為は､この法人の設立許可のあった日から施行する｡

2　この法人の設立当初の役員は､第1 6条第1項から第3項の規定にかか

わらず､設立者の定めるところとし､その任期は､第1 8条第1項の規定

にかかわらず､平成8年3月3 1日までとする｡

3　この法人の設立初年度の事業計画及び予算は､第1 0条の規定にかかわ

らず､設立者の定めるところによる｡

4　この法人の設立初年度の会計年度は､第1 4条の規定にかかわらず､設

立許可のあった日から平成7年3月3 1日までとする｡

附則

(施行期日)

1　この寄附行為は､平成6年9月1日から施行する｡
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財団法人　二大こ阪府男≠渦侶軌社会づく　り月オ団

役員名簿　　　　　　　　　　　　　　　平成1 1年3月3 1日現在

役員名 冩��Ykﾂ�

理事長 傴ﾈ�壺��I?��大阪府副知事 

専務理事 �9?�?ｨ�颯R�大阪府立女性総合センター館長 

理事 冏ｹ?ｨ�險"�二村坂府生活文化部長 

理事 �>�nﾈ����労働省力坂女性少年室長 

理事 俘(ｻH�(���大阪国際文化協会代表 

理事 �'ﾉ(hﾆ)Oﾈ���龍谷大学経済学部教授 

理事 �(i�ﾉ���大阪女子大学学長 

理事 ��ﾉm���H韈��園田学園女子大学文学部教授 
劇場｢タイニィ.アリス｣主宰 

理事 僣ｹOi�yz)ur�関西経済同友会常任幹事.事務局長 

理事 �%ｹ?ｨ���儺b�作曲家､フォークソング歌手 

理事 凩�tﾈ<��伽湖西消費者協会理事長 

理事 儘ﾙ�ﾈ7�8h4ﾂ�花園大学文学部助教授 
元オリンピック体操選手 

理事 冏�>�6�h���関西ニュービジネス協議会常任幹事 

理事 兀X/���ﾋ��ﾂ�同志社大学法学部教授 

理事 偃�鉑��ﾌｲﾒ�弁護士 

監事 ���ｨﾉ"�大坂府副出納長 

監事 �(i[ﾙ�8���大阪府生活文化部次長 
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ドーンセンター運営推進委員会設置要綱

(設置)

第1条　大阪府立女性総合センター(ドーンセンタ- (以下｢センター｣というo ) )

の機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､センター館長(以下

｢館長｣という｡ )の下にドーンセンター運営推進委員会(以下｢委員会｣という｡ )

を置く｡

(所掌事務)

第2条　委員会は､センターの円滑な事業運営に関して意見及び提言を行う｡

(組織)

第3条　委員会は､館長が学識経験者､団休･グループ､利用者等の中から委嘱した委

員をもって組織する0

2　委員会に､座長及び副座長をおく｡

3　座長は､委員の互選により選任し､副座長は､座長の指名による｡

4　座長は､委員会を代表し､会務を総括する｡

5　副座長は､座長を補佐し､座長に事故あるときは､その職務を代理する｡

(任期)

第4条　委員の任期は､ 2年とする｡ただし､補欠の委員の任期は､前任者の残任期間

とする｡

(招集)

第5条　委員会は座長が招集し､座長がその議長になる｡

(報酬)

第6条　委員は無報酬とする｡ただし､委員には別に定めるところにより費用を弁償す

ることができる｡

(庶務)

第7条　委員会の庶務は､財団法人大阪府男女臨働社会づくり財団事務局において行うo

(委任)

第8条　この要綱に定めるもののほか､委員会の運営に関して必要な事項は､館長が定

める｡

附則

この要綱は､平成6年1 0月2 7日から施行する｡
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ドーンセンター運営推進委員

平成1 1年3月31日現在

氏名 冩��Ykﾂ�備考 

九本郁子 ��Xﾞ8�ｧx��%ｨｯｩ�Xｧxｻ8��座長 

中村正 凛ykﾘｭ��Xｧx�ｻ8��副座長 

井上はねこ �4�7饐(��(ｧxﾕ｢� 

河野紀子 簸d���Xﾞ9WｹWy�ﾉn)�ベ6�.�5Rﾘ,ﾈ橙�� 

ケリ-.レモン.キシ ��9yﾘ4ｨ4X985ｨ8辻� 

坂上洋平 ��9yﾘ4ｨ4X985ｨ8辻� 

正路怜子 �8�4ﾈ984�4X488�985�6ﾈ6(6x8��ｸ4�� 

高森勝子 忠6ﾒ��Xﾞ9WｸｬXﾎﾈｺh橙� 

田中かほる �7H4h7�6ｨ5�6x4ｨ4X985ｨ8ｨ984�B� 

中田理恵子 忠6ﾒ兀Ix陝�_｢��ﾈﾊ�ﾊHｸh�� 

中村彰 �#��(ｴ�,ﾈﾈｸ傀,i�)�x/�ﾖﾈ*h.��� 

難波珠枝 �(9;冲h,ﾈ橙� 

橋詰知子 宙ﾞ�封t4��ｩnXｧxﾕｨｻ8支ﾊHｸh�� 

畑律江 冑�?ｩ�i[x��](�ｼxｧxﾇﾉYB� 

藤木美奈子 付���ｭi�ﾂ� 

牧里毎治 ��Xﾞ9Wｹzy�Xｧxｻ8�� 

三好桂子 �*�/�,�,ﾉmｨ,Y�Xﾞ8,ﾈ･�/���.��� 

村上信夫 比┿�Xﾞ9_ｩ�xｼr� 

森山順子 �4��7h8ﾘ5x4h4�6r� 

渡部梢 �6�986り4892籀986�,ﾈ橙��Xﾞ2�� 
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大阪府立女.隆総合センタ-条伊rJ

(設置)

第1条　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し､もって男女協働社

会の実顎に資するため､大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣という｡ )を

大阪市中央区大手前1丁目に設置する｡

(事業)

第2条　センターは､次の事業を行う｡

1女性の抱える問題に関する相談を行うこと｡

2　女性に関する情報の収集及び提供を行うこと｡

3　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進するための講習会､講演

会､催物等を開催すること｡

4　センターの施設を前号に規定する講習会､講演会､催物等の開催の用に供するこ

と｡

5　前各号に掲げるもののほか､前条の目的を達成するため必要なこと｡

2　センターは､前項各号に掲げる事業を行うはか､前条の目的の達成に支障のない限

り､その施設を府民の健全で文化的な集会､催物等の利用に供することができる｡

(使用料)

第3条　センターを利用しようとするものは､次の各号に掲げる場合の区分に応じ､当

該各号に定める額の使用料を納付しなければならない｡ただし､マシンジム､フィッ

トネススタジオ､プール及び駐車場を利用しようとする場合の使用料の額は､別表第

2に掲げる金額とする｡

1利用者が第1条の目的のために利用する場合　別表第1に掲げる金額

2　前号に掲げる場合以外の場合　別表第1に掲げる金額に2を乗じて得た額

(還付)

第4条　既納の使用料は､還付しない｡ただし､知事は､特別の理由があると認めると

きは､その全部又は一部を還付することができる｡

(漉免)

第5条　知事は､特別の理由があると認めるときは､使用料を減額し､又は免除するこ

とができる｡

(管理の委託)

第6条　知事は､センターの管理に関する事務のうち､センターの利用､事業の運営及

び施設の維持に関する事務を財団法人大阪府男女協働社会づくり財団に委託すること

ができる｡

(規則への委任)

第7条　この条例に定めるもののほか､センターに関し必要な事項は､規則で定める｡

附　則

(施行期日)

1　この条例の施行期日は､規則で定める｡

(大阪府立婦人会館条例の廃止)

2　大阪府立婦人会館条例(昭和3 8年大阪府条例第6号)は､廃止する0
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大阪好守立女.陸総合センター条例方転行現員fJ

(趣旨)

第1条　この規則は､大阪府立女性総合センター条例(平成6年大阪府条例第1号｡以

下｢条例｣という｡ )第7条の規定に基づき､大阪府立女性総合センター(以下｢セ

ンター｣という｡ )の管理に関し必要な事項を定めるものとする｡

(開館時間)

第2条　センターの開館時間は､午前9時30分から午後9時3 0分までとする｡ただ

し､知事は､特別の理由があると認めるときは､開館時間を臨時に変更することがあ

る｡

(休館日)

第3条　センターの休館日は､次に掲げる日とする｡ただし､知事は､特別の理由があ

ると認めるときは､休館日を変更し､又は臨時に休館することがあるc

l　水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和2 3年法律第1 7 8号｡以下

｢法｣という｡ )に規定する休日(第3号に掲げる日に当たる場合を除く｡以下同

じ｡ )に当たるときは､その日後直近の開館日)

2　法に規定する休日の翌日(その日が法に規定する休日､前号に掲げる休館日又は

土曜日若しくは日曜日に当たるときは､その日後直近の開館日)

3　12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の制限)

第4条　センターを引き続き5日を超えて利用し､又は同じ月のうち5日を超えて利用

することはできないoただし､マシンジム､フィットネススタジオ､プール若しくは

駐車場を利用しようとするとき又は知事が特別の理由があると認めるときは､この限

りでない｡

(利用の申込み)

第5条　センターを利用しようとするものは､利用申込書(別記様式)を知事に提出し､

その承認を受けなければならない｡

2　前項の規定にかかわらず､マシンジム､フィットネススタジオ､プール又は駐車場

を利用しようとするものは､知事が別に定める利用券の交付による承認を受けなけれ

ばならない｡

(使用料の納付時期)

第6条　前条の規定により利用の承認を受けたもの(以下｢利用者｣という｡ )は､当

該承認の際に､条例第3条に規定する使用料を納付しなければならない｡ただし､知

事が特別の事情があると認めるときは､この限りでない｡

(使用料の還付)

第7条　知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には､条例第4条ただし

書の規定に基づき､既納の使用料のうち､それぞれの当該各号に定める額を還付する｡

1天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用できない場合で知事が適当と

認めるとき　使用料に相当する額
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2　ホール又はパフォーマンススペースの利用に係る利用者が利用の日の3月前まで

に利用の申込みを取り消したとき　使用料の5割に相当する額

3　ホール又はパフォーマンススペース以外の利用に係る利用者が利用の日の1月前

までに利用の申込みを取り消したとき　使用料の5割に相当する額

(転貸等の禁止)

第8条利用者は､利用の承認に基づく権利を譲渡し､又は他人に利用させてはならな

い｡

(利用承認の取消し等)

第9条知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は､センターの利用承認

を取り消し､又はその利用を制限し､若しくは停止させることがある｡

1センターの利用の申込みに偽りがあったとき｡

2　他の利用者に危害若しくは迷惑を及ぼし､又はそのおそれがあるとき0

3　建物及び設備を損傷し､若しくは汚損し､又はそのおそれがあるとき｡

4　条例又はこの規則の各条項に違反したとき｡

5　前各号に掲げるもののはか､センターの管理上支障があると認められるとき｡

(入館の制限等)

第1 0条　知事は､次の各号のいずれかに該当する者に対しては､入館を禁止し､又は

退館を命ずることがある｡

1前条第2号及び第3号に規定する行為をした者又はするおそれのある者

2　承認なくして､寄附金の募集､物品の販売､商品､行事等の宣伝その他これらに

類する行為をした者

3　前各号に掲げる者のほか､センターの管理上支障があると認められる者

(撮傷等の届出)

第1 1条利用者は､建物及び設備を損傷し､又は汚損したときは､直ちにその旨を係

員に届け出て､その指示を受けなければならない｡

(細則)

第1 2条　この規則の施行について必要な事項は､知事が定めるo

附　則

(施行期日)

1この規則は､平成6年1 1月1 1日から施行する｡ただし､附則第2項の規定の施

行期日は､平成六年1 1月1日とする｡

(大阪府立婦人会館条例施行規則の廃止)

2　大阪府立婦人会館条例施行規則(昭和5 7年大阪府規則第2 0号)は､廃止するo
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